
ら
始
ま
る
。免
税
業
者
が
課
税
業
者
に
な
る

と
重
い
事
務
負
担
と
納
税
が
課
せ
ら
れ
る
。

こ
の
制
度
を
ど
う
思
う
か
。

市
内
事
業
者
に
受
け
入
れ
難
い
状
況
が

あ
れ
ば
市
長
会
を
通
じ
て
要
望
を
考
え

る
が
、現
時
点
で
は
国
へ
の
申
し
入
れ
は
考
え

て
い
な
い
。

消
費
税
に
つ
い
て

子
ど
も
の
陽
性
者
が
増
え
て
き
た
。今

後
の
対
応
は
ど
う
か
。濃
厚
接
触
者
の

家
族
の
休
業
補
償
は
ど
う
な
る
の
か
。

市
民
の
協
力
が
あ
り
、臨
時
休
校
の
措

置
を
取
ら
ず
に
済
ん
で
い
る
。濃
厚
接
触

者
の
家
族
の
休
業
補
償
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
が
支
給
さ
れ
る
。

Q

今
後
の
市
民
へ
の
説
明
に
つ
い
て
伺
う
。

県
が
予
定
し
て
い
る
説
明
会
の
早
期
開

催
を
求
め
周
知
な
ど
に
協
力
す
る
。

Q

維
持
管
理
と
今
後
の
設
備
の
充
実
に
つ

い
て
伺
う
。

環
境
課
職
員
に
よ
り
自
前
で
管
理
。現

時
点
で
新
た
な
整
備
は
考
え
て
い
な
い
。

Q

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策

国
の
制
度
を
活
用
し
て
新
婚
世
帯
が

安
心
し
て
生
活
で
き
る
三
条
市
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
は
ど
う
か
。

新
婚
世
帯
に
限
ら
ず
、移
住
定
住
支
援

と
し
て
の
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
物
件
の

利
用
に
よ
る
市
外
か
ら
の
転
入
世
帯
に
対
す

る
改
修
費
等
補
助
や
県
外
か
ら
転
入
し
た
40

歳
未
満
の
世
帯
員
の
い
る
世
帯
等
に
対
し
て

賃
貸
住
宅
の
家
賃
補
助
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

Q

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策

安
全
対
策
で
改
善
や
取
り
組
み
は

ど
う
か
。

通
学
路
の
対
策
必
要
箇
所
は
56
カ
所

中
48
カ
所
が
対
応
済
み
で
達
成
率
は
約

85
％
で
あ
る
。再
点
検
は
道
路
管
理
者
や
警
察

Q

し
た
だ
憩
い
の
広
場

感
染
症
の
影
響
で
前
年
比
３
割
以
上

減
収
し
た
国
保
加
入
者
に
は
減
免
が

あ
る
。収
入
比
較
を
前
々
年
も
加
え
る
べ

き
で
な
い
か
。

一
昨
年
と
の
比
較
は
し
な
い
。

Q

合理的配慮を
知っていますか？

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
国
民
生
活
を
守
る

た
め
に
消
費
税
減
税
が
必
要
と
思
う
が

ど
う
考
え
る
か
。

国
政
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
。

Q
通
学
路
の
安
全
確
保
に

つ
い
て

ポ
ン
プ
運
転
に
対
す
る
市
民
の
不
安

解
消
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

県
と
協
力
し
周
知
、広
報
に
取
り
組
み
不

安
の
解
消
に
努
め
る
。

Q

令
和
５
年
度
開
院
予
定
の
県
央
基
幹

病
院
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
が
医
師

不
足
等
の
理
由
か
ら
ER
救
急
に
変
更
さ
れ

た
。脳
梗
塞
等
で
長
岡
や
新
潟
に
搬
送
さ

れ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。こ
れ
で
は
当

初
の
市
民
要
望
が
実
現
さ
れ
な
い
。市
民
の

要
望
を
反
映
す
る
よ
う
対
応
す
べ
き
だ
。

指
摘
の
通
り
、よ
り
高
次
の
医
療
は
新

潟
、中
越
医
療
圏
へ
の
搬
送
が
示
さ
れ

た
。そ
れ
で
も
県
央
医
療
圏
の
域
外
搬
送

率
が
現
在
の
約
25
％
か
ら
約
５
％
に
改
善

さ
れ
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。

Q

三条庁舎正面入口のリフト

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
２
年
後
か
ら
始
ま

り
、税
務
署
へ
の
登
録
申
請
は
10
月
か

Q

県
央
基
幹
病
院

救
急
救
命
セ
ン
タ
ー
の

ＥＲ
救
急
と
は

何
か
。

高
度
専
門
的
医
療
が
必
要
な
重
篤
患
者

を
除
き
対
応
す
る
救
急
医
療
。

医
師
確
保
に
向
け
た
取
り
組
み
を

伺
う
。

海
外
留
学
費
用
支
援
に
つ
い
て
検
討
中
。

Q

回
復
期
に
向
け
た
支
援
策
を
伺
う
。

消
費
喚
起
を
後
押
し
す
る
べ
く
市
の
財

政
状
況
を
勘
案
し
効
果
的
な
支
援
策
を

検
討
す
る
。

Q

学
校
給
食
の
見
直
し

地
産
地
消
の
推
進
と
給
食
費
へ
の
影
響

を
伺
う
。

極
力
三
条
市
産
と
し
た
い
。給
食
費
へ
の

影
響
は
試
算
中
。

Q保
育
所
児
童
の
主
食
補
助

年
少
・
年
中
・
年
長
児
の
給
食
実
施
に
つ

い
て
見
解
を
伺
う
。

既
存
の
設
備
、人
員
で
は
難
し
い
が
今
後

の
検
討
材
料
と
し
た
い
。

Q
新
通
川
・
島
田
川
ポ
ン
プ
場

増
加
し
て
い
る
現
状
と
対
応
を
問
う
。

合
理
的
配
慮
を
推
進
す
る
当
市
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

日
常
生
活
を
送
る
上
で
障
壁
と
な
る
よ

う
な
事
物
、制
度
、慣
行
、観
念
な
ど
の

社
会
的
障
壁
を
取
り
除
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。市
長
記
者
会
見
で
の
手
話
通
訳
の
導

入
。今
後
は
条
例
の
制
定
も
視
野
に
入
れ
な

が
ら
選
び
た
く
な
る
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と

し
て
検
討
す
る
。

Q

Q

職
員
の
時
間
外
勤
務

改
正
障
害
者
差
別
解
消
法

に
つ
い
て

結
婚
新
生
活
支
援
事
業
に

つ
い
て

大
規
模
盛
土
造
成
地
に

つ
い
て

県
央
基
幹
病
院
の
見
通
し
に

つ
い
て

盛
土
の
規
制
に
つ
い
て
、目
的
や
規
模

に
応
じ
た
法
律
や
条
例
の
制
定
は
ど

う
か
。現

時
点
で
該
当
す
る
宅
地
が
な
い
た
め

指
定
区
域
は
な
い
。国
が
今
後
危
険
な
盛
土

防
止
に
関
す
る
制
度
検
討
を
行
う
と
し
て
い
る
。

Q

三
条
総
合
病
院
は
19
床
の
有
床
診
療

所
と
な
り
、後
方
支
援
の
病
院
が
脆

弱
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

基
幹
病
院
が
急
性
期
の
患
者
を
、回

復
期
は
済
生
会
三
条
病
院
、県
立
吉

田
病
院
、県
立
加
茂
病
院
が
受
け
持
つ
と

認
識
し
て
い
る
。

Q

女
子
生
徒
の
健
や
か
な
成
長
と
安
心

し
て
学
校
生
活
を
送
れ
る
よ
う
ト
イ

レ
に
生
理
用
品
を
配
備
す
べ
き
だ
。

女
性
に
と
っ
て
生
理
用
品
は
必
要
な

備
品
。現
在
ト
イ
レ
個
室
内
へ
の
配
置

を
検
討
し
て
い
る
。養
護
教
諭
と
相
談
の

上
、試
験
的
に
配
置
を
行
い
、使
用
状
況
を

見
て
改
善
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Q

Q

学
校
給
食
に
有
機
米
を
増
や
し
て

い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

予
算
等
、総
合
的
に
勘
案
し
購
入
量
を

決
定
す
る
。

Q

月
80
時
間
を
超
え
た
時
間
外
勤
務
者
は

令
和
２
年
度
17
人
、今
年
度
は
８
月
末
で

25
人
。業
務
の
平
準
化
に
努
め
る
。

等
か
ら
技
術
的
な
助
言
を
得
な
が
ら
地
域
や

保
護
者
と
連
携
し
て
見
守
り
活
動
の
強
化
を

図
る
。

下
田
体
育
館
の
老
朽
化
に

つ
い
て

41
年
が
経
過
し
た
下
田
体
育
館
の
老
朽

化
が
激
し
い
。ど
う
延
命
さ
せ
る
の
か
。

予
算
の
範
囲
内
で
必
要
な
修
繕
を
行
う
。

Q

老朽化した下田体育館の壁

小
中
学
校
の
ト
イ
レ
に

生
理
用
品
を
配
置
す
る
こ
と
に

つ
い
て

「
地
方
創
生
推
進
交
付
金
」

に
つ
い
て

地
方
創
生
推
進
交
付
金
の
事
業
概
要

と
趣
旨
・
目
的
は
何
か
。

地
方
創
生
推
進
交
付
金
は
、地
方
公
共

団
体
が
取
り
組
む
地
方
創
生
に
資
す
る

事
業
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
支
援
す
る
た

め
、地
域
再
生
法
に
基
づ
く
法
定
交
付
金
と
し

て
創
設
さ
れ
た
も
の
。

Q

三
条
市
が
交
付
を
受
け
た
交
付
金

事
業
は
何
か
。

中
越
文
化
・
観
光
産
業
支
援
機
構
に
よ

る
歴
史
資
源
・
行
政
視
察
を
活
用
し
た

広
域
観
光
事
業
が
あ
る
。

Q

平
成
28
年
度
事
業
で
の
何
か
特
記
事

項
は
な
い
か
。

Q

しただ憩いの広場とは、一般廃棄物最終処分場地内に新しくできた広場のことです。

ＥＲとは（Emergency Room）の略です。
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